
議案第３３号説明資料 

   丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び丹波篠山市 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）の改正により、育児を行う職員の超過勤務の免除の

見直し及び介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の

強化等が行われることについて、令和７年１月２４日に兵庫県市町振興課か

ら通知がありました。この改正は、令和７年４月１日から施行されます。 

  この改正に伴い、関係条例について所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

（１）超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大（第１条関係） 

   対象となる育児を行う職員の範囲を、小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する職員に拡大 

（２）介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化

（第１条関係） 

  ア 職員が家族の介護に直面した旨を申し出た場合の仕事と介護の両立支

援制度等の個別の周知・意向確認 

  イ 職員への仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供 

  ウ 職場環境の整備（研修等の開催、相談体制の整備） 

（３）その他所要の改正（第２条関係） 

   介護をするための時間について引用している条文が改正されたことによ

る改正 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和７年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の２第 

２項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の

定めるところにより、当該請求を行うことができるものとします。 
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議案第３４号説明資料 

 

丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

１ 改正の趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号。以下「基準政令」といいま

す。）の定める基準に従い、各市町村が条例で定める額に基づき行うこととなっ

ています。 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第７

２号）により、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以

下「給与法」といいます。）別表第４イ公安職俸給表（一）及び第１１条第３項

の扶養手当支給額が改定されました。これに伴い、非常勤消防団員等に係る損害

補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令和７年政令第３７号）が令和

７年２月２１日に公布され、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償

に係る補償基礎額並びに扶養に係る補償基礎額の加算額について、所要の改正が

行われたため、これに合わせ、それぞれ改定を行います。 

 

２ 改正の概要 

（１）非常勤消防団員等の補償基礎額 

国の基準改定に伴い、消防団員の各階級の勤務年数に応じた補償基礎額を下記

のとおり引き上げます。 

別表（第５条関係）補償基礎額表 

 

（２）消防作業従事者等の補償基礎額 

国の基準改定に伴い、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を９，１００円

から９，７００円に、最高額を１４，２００円から１４，５００円に引き上げま

す。 
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（３）扶養に係る補償基礎額の加算額 

扶養に係る補償基礎額の加算額は、給与法の扶養手当支給額を日額換算したも

のと定められています。 

今般の給与法の改正により、扶養手当支給額が改正され、加算額についても国

の基準が改定されたことに伴い、配偶者に係る加算額を２１７円から１００円に

引き下げ、２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子の加算額

を３３３円から３８３円に引き上げます。 

（４）その他 

基準政令に合わせて字句の整理を行います。 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

  令和７年４月１日 

（２）経過措置 

この条例による改正後の規定は、令和７年４月１日以後に支給すべき事由の生

じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同

日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用します。 



議案第３５号説明資料 

    

丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例及び丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

令和７年１月３１日に子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内

閣府令（令和７年内閣府令第７号）が公布され、子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）の施行日（平成２７年４月１日）から１０年を経過する

日までの間において講じられていた経過措置の期限が令和６年度末に到来す

るため、施行開始日より１０年経過日の翌日から５年を経過する日まで期限を

延長する措置がなされました。また、保育内容支援及び代替保育に係る連携協

力に関する見直し等がなされ、規定が追加されました。 

このことにより、丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例及び丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例において規定している基準について一部を

改正します。 

   

２ 改正の概要 

（１）連携施設経過措置の延長 

   連携施設経過措置について、条例の施行の日から起算して１５年を経過

する日まで延長します。 

（２）保育内容支援及び代替保育に係る連携協力に関する見直し 

① 家庭的保育事業者等が特定教育・保育施設との連携によって、適切に確

保しなければならない連携協力項目（保育内容支援）について、特定教育・

保育施設以外の保育を提供する事業者（小規模保育事業者等）から確保す

ることも可能とします。 

② 代替保育については、市長が代替保育に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合は、連携施設の確保を不要とします。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

 

 



※用語説明 

特定教育・保育施設 認定保育所・こども園・幼稚園のこと 

特定地域型保育事業 市が定めた基準を満たした保育をする認可施設のこと 

家庭的保育事業等 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業等のこと 

保育内容支援 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必

要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行うこと。 

代替保育 事業所の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、必

要に応じて、当該事業者に代わって提供する保育のこと。 

連携施設 家庭的保育事業者等を利用していた乳幼児が３歳児になる際に継続的に受け

入れ、保育・教育を行う連携施設のこと。 

例）近隣の保育園・こども園 

※市内には、特定地域型保育事業所（小規模保育事業所、家庭的保育事業所等）はありません。 




